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新居浜市電子図書館の利用について

電子図書館利用における利便性
いつでも どこでも ・・・２４時間３６５日読書が楽しめます。 貸出点数―５点まで 貸出期間―１４日間
自動返却 ・・・返し忘れ、返却の手間がありません。
文字サイズ変更可能 ・・・読みやすいサイズに自由に変えられます。

いけん著作権により、授業での読み聞かせや電子黒板に掲示しての学習には利用できません。

令和３年１月２０日（水）より、新居浜市電子図書館が新設され、電子図書の
利用ができるようになりました。その利用法について紹介いたします。
小・中学校を通して、案内のパンフレットは新居浜市立別子銅山記念図書館よ

り配布されています。

図書の廃棄に当たっては、校

内に「図書廃棄委員会」を設置
し、組織的に対処することが望
ましいです。
新居浜市では、１万円以上

の図書は備品、１万円未満の
図書は消耗品となっています。
備品になっている図書について
は、廃棄申請が必要となります。

図書の廃棄について

家読に最適です。
隙間時間にもご活用ください。

学校図書館は、児童生徒及び教員の利用に役立つ適切で優れた図書の選択収集に努め、常に蔵書の更新を行う必要
があります。そのため、1993年1月15日、全国学校図書館協議会が「学校図書館図書廃棄規準」を制定しました。こ
の規準は、学校図書館において蔵書を点検評価し廃棄を行う拠りどころを定めたものです。主な内容を紹介します。

次の各項のいずれかに該当する図書は、廃棄の対象となります。一般基準

１ 見た目にはまだ使えるが、内容・資料・表記等が古くなり利用価値の失われた図書。
２ 新しい学説や理論が掲載されていない図書。史的資料としても利用価値の失われた図書。
３ カラー図版資料の変色が著しいため、誤った情報を提供することが明白になった図書。
４ 利用頻度の著しく低い複本で、保存分を除いた図書。

参考： 「学校図書館図書廃棄規準」 全国学校図書館協議会制定

種別基準

１ 百科事典・専門辞典―刊行後10年を経ているもので、補遺が刊行されていない図書。
２ ハンドブック・便覧―新版が刊行され利用価値の失われた旧版図書。
３ 伝記―新資料の発見等により評価が著しく変わった図書。
４ 地図帳―刊行後５年を経ているもので、記載地名等に変化が生じた図書。歴史地図帳は刊行後10年を経ているもので、歴
史学研究の成果が取り入れられていない図書。

５ 地誌―刊行後５年を経ているもので、現状にそぐわなくなった図書。
６ 時事問題関係書―刊行後３年を経ているもので、現状にそぐわなくなった図書。
７ 学習参考書―刊行後３年を経ているもので、学習の現状にそぐわなくなった図書。「学習指導要領」の改定により、学習
事項やその取り扱いが変わった図書。

８ 技術書・実験書―刊行後３年を経ているもので、技術・実験についての説明が古くなった図書。記述内容に安全上問題が
あることが明らかになった図書。

電子図書館利用の申込方法 図書館カードと生年月日により申し込みできます。
来館申込 ・・・ 新居浜市立別子銅山記念図書館にて、「新居浜市電子図書館利用申込書」へ記入のうえ、図書館

カードとともに窓口へ申し込みます。
電話申込 ・・・ 新居浜市立別子銅山記念図書館に電話連絡し、「電子図書館利用の申込」と氏名、図書館カード番

号、生年月日を伝えて申し込みます。
メール申込 ・・・ 新居浜市立別子銅山記念図書館ウｴブ・サイトの、「新居浜市電子図書館の利用登録について」に従

い申し込みます。

学校での利用について
読書活動 ・・・ 通常の読書活動に利用できます。 小中学生向けとして、「おすすめ絵本特集」「小中学生におすすめ

のよみもの」「なんどよんでもおもしろい！むかしからあるおはなし」「科学がもっと好きになる」「学習漫
画シリーズ」コーナーがあります。他にも「新着資料」「ランキング」「ステイホーム！コロナ禍でも快適に
過ごすには」「Ｌｅｔ‘ｓ Ｔｒｙ！長編本」「今日のごはん何にしよう！電子図書館で献立作り」「仕事に効く読
書」「郷土出身時代小説作家 井川香四郎特集」「音で楽しめる絵本」などのコーナーがあります。

調べ学習 ・・・ 図書館の図書を利用していたように、調べ学習に必要な電子図書を借り、学習に使うことができます。
貸し出していない電子図書なら、その場ですぐに借りることができ、利用後すぐに返却できるので、機能
的に利用できます。


